
村民みんなで「ハートがたくさんの村」をつくりましょう。　総務課 人権政策係　℡0967（67）1111

Vol.225ハートがたくさんの村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、明るい南阿蘇村をつくりましょう。

　令和7年の新年を迎えるにあたり、女性の活躍を
テーマに取り上げたいと思います。現代社会におい
て、女性の力はますます重要になっています。女性
がその才能を発揮することで、地域全体が豊かにな
り、未来に向けた希望が広がります。
　日本の歴史を振り返ると、女性は家族や地域社会
を支える重要な役割を果たしてきました。しかし、
その貢献が正当に評価されることは少なく、多くの
女性が自身の可能性を十分に発揮できずにいました。
今日、私たちはその現状を変えるための重要な転換
期に立っています。女性が自らの力を信じ、さまざ
まな分野で活躍することで、社会全体が変わる可能
性があります。
　村でも、多くの女性が地域の発展に寄与していま
す。地元の企業で働く女性、子育てと仕事を両立さ
せる母親、地域のボランティア活動に積極的に参加
する女性たち。彼女たちの努力と情熱は、私たちの
村をより良い地域にしていきます。また、女性の視

点が加わることで、より多様で創造的なアイデアが
生まれ、問題解決の新しい道が開かれます。
　その一環として、政府は女性活躍推進法を制定し
ました。この法律は、職場における女性の活躍を促
進し、男女平等の実現を目指すものです。具体的には、
企業に対して女性の登用や育児休暇制度の整備、働
きやすい職場環境の構築を求めています。
　しかし、まだ多くの課題が残されています。女性
が働きやすい環境づくりや、男女間の賃金格差の是
正、そしてリーダーシップポジションへの女性の登
用など、私たちが取り組むべき課題は多岐にわたり
ます。一人一人が意識を変え、行動を起こすことで、
より平等で公正な社会を築いていけます。
　村は、今後も女性の活躍を支援し、すべての人が
自分らしく生きられる社会を目指していきます。新
しい年が、皆さんにとって希望と可能性に満ちた一
年となりますように。

女性活躍：社会を変える力

〈問い合わせ〉総務課 総務係　℡0967（67）1111

　この調査は、国が実施する統計調査のうち、統計法により特に重要なものとされる「基幹統計
調査」として実施するもので、農林業の実態を明らかにし、国や都道府県、市区町村はもちろん
各方面にわたり、広く利用できる総合的な統計資料を得るための重要な調査です。
　農林業センサスは、全国の農家や林家をはじめ、すべての農林業関係者を対象に行われる『農
林業の国勢調査』ともいうべきものであり、1月中旬から2月にかけて村で任命した調査員が調査
をお願いする各家庭を訪問します。皆さんのご自宅や会社などに調査員が伺いましたら、調査に
対してのご協力をよろしくお願いします。
　なお、今回の調査もインターネットによる回答を推奨しています。スマートフォン・タブレッ
ト端末にも対応していますので、インターネット回答へのご協力をよろしくお願いします。

2025年農林業センサスが実施されます

　先月号でもお知らせをしましたが、開催内容は次のとおりです。記念イベントでは、よしもとお笑いステージと
して九州新喜劇をお呼びしています。入場は自由ですので、皆さんのご来場をお待ちしています。
【日　時】　1月19日（日）　午後1時～
【会　場】　南阿蘇中学校体育館
【内　容】　オープニングセレモニー（南阿蘇中学校吹奏楽）
  午後1時10分～
 第1部　記念式典
 •功労者表彰など
  午後1時30分～3時予定
 第2部　記念イベント
 •オープニングアトラクション（村内保育園）
  午後3時05分～
　進行状況により多少前後する可能性もあります。当日、会場内駐車場でキッチンカーの出店もあります。

•よしもとお笑いステージ「九州新喜劇」
　午後3時15分～4時10分予定
　オープニング　熊本出身　カーネギー
　「九州新喜劇」　座長　安井正史
　ほか九州よしもとの芸人さんが
　多数出演します

南阿蘇村村制20周年記念式典および
記念イベントのお知らせ

〈問い合わせ〉住民福祉課 福祉係　℡0967（67）2702

〈問い合わせ〉企画観光課 企画係　℡0967（67）1112

制度名 内容 手当額（月額）基準等級

1級該当児童とは

障がい福祉関係給付制度のご案内

　身体や精神、知的に中程度
以上の障がいのある20歳未
満のお子さんを家庭で監護し
ている父親もしくは母親また
は養育者に対して手当を支給
する制度です。

特別児童扶養
手当

•身体障害者手帳2級以上
•療育手帳A判定
•精神保健福祉手帳1級
に相当する状態です。

（対象児童一人につき）
55,350円

2級該当児童とは

•身体障害者手帳3級
•療育手帳B判定
•精神保健福祉手帳2級以上
に相当する状態です。

（対象児童一人につき）
36,860円

　身体や精神、知的に重度の
障がいがあり、日常生活で常
に介護を必要とする20歳未満
の障がいのあるお子さんに対
して手当を支給する制度です。

障害児福祉
手当

•身体障害者手帳2級以上
•療育手帳A判定
•精神保健福祉手帳1級
に相当する状態です。

15,690円

　身体や精神、知的に著しく
重度の障がいが2つ以上あて
はまる状態であり、日常生活
で常に特別の介護を必要とす
る20歳以上の障がいのある
人に対して手当を支給する制
度です。

特別障害者
手当

•身体障害者手帳2級以上
•療育手帳A1
•精神保健福祉手帳1級
相当の障がいが複数あてはまる状
態、または上記の障がいが1つあ
り、中程度相当の障がいが複数あ
てはまる状態です。

28,840円

※これらの手当は、所得制限や受給資格要件がありますので、支給されない場合があります。
※給付の額は令和6年4月以降の額です。給付の額は、毎年改定されます。
※提出された診断書により認定を行うため、障害者手帳の基準等級と必ずしも一致するとは限りませんのでご注意ください。

農林業センサスとは？

農林業センサス
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